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学校耐震化等の安全・安心な施設環境の構築
耐震化耐震化

公立小中学校
・耐震診断実施率 ９３．８％
・耐震化率 ６２．３％（昨年度58.6%）

（H20 4 1現在）

今後、約４万８千棟の耐震化が必要

そのうち、地震により倒壊等の危険性
が高い学校施設（Ｉｓ値０ ３未満）が

基本的教育条件整備基本的教育条件整備

○学校統合に伴う施設整備
○エコスクールや屋外教育環境の整備、木材利用の推進
○児童・生徒急増地域における教室不足への対応（H20．4．1現在） が高い学校施設（Ｉｓ値０．３未満）が

約１万棟あると推計

このような現状を受け

Ｉｓ値０．３未満（倒壊等の危険性高い）（約１万棟）Ｉｓ値０．３未満（倒壊等の危険性高い）（約１万棟）
今後 年を目途 耐震化（ 年間 うち きる限り早期 耐震化を市 村

○児童 生徒急増地域における教室不足 の対応
○特別支援学校の児童・生徒増に伴う狭隘化への対応
○体育施設、学校給食施設、高校の産業教育施設の整備

老朽化への対応老朽化への対応→今後５年を目途に耐震化（５年間のうちできる限り早期の耐震化を市町村
に要請） （生活安心プロジェクト、教育振興基本計画等） 《重点的に国庫補助》

Ｉｓ値０．３以上（倒壊等の危険性有り）（約３万８千棟）
→速やかに耐震化を推進 《市町村の要望に応じ国庫補助》

老朽化への対応老朽化への対応

○耐震補強とあわせた大規模改造を推進
○老朽化した校舎等の改築（建て替え）

地震防災対策特別措置法の改正等により講じた加速策（平成20年6月）
①Iｓ値0.3未満の施設の耐震化への国庫補助率の引き上げ、地方財政措置の拡充
②耐震診断の実施と、診断結果の公表を義務づけ

安全性の確保安全性の確保

○アスベスト対策、学校施設の安全対策、バリアフリー化
○食の安全の確保（学校給食施設のドライ化）

③技術者の確保
○食の安全の確保（学校給食施設のドライ化）

「安心実現のための緊急総合対策」、平成２０年度補正予算案、平成21年度概算要求における公立学校施設助成の拡充安心実現のための緊急総合対策」、平成２０年度補正予算案、平成21年度概算要求における公立学校施設助成の拡充

①①Ｉｓ値０．３未満の施設の耐震化事業加速化Ｉｓ値０．３未満の施設の耐震化事業加速化
②Ｉｓ値０．３以上の施設の耐震化②Ｉｓ値０．３以上の施設の耐震化
((天井材や照明器具の落下、ｶﾞﾗｽ飛散防止のための改修もあわせて推進天井材や照明器具の落下、ｶﾞﾗｽ飛散防止のための改修もあわせて推進))

③③学校統合に伴う新増築学校統合に伴う新増築
④エコスクール等の整備、木材利用の推進④エコスクール等の整備、木材利用の推進
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平成２０年度 耐震改修状況調査の結果①

　耐震診断未実施建物
4,840棟(3.8％)

　昭和56(1981)年以前の建物
78 319棟（61 6％）昭和57(1982)年以降の建物 78,319棟（61.6％）昭和57(1982)年以降の建物

　48,845棟（38.4％）
全体棟数
127,164棟

耐震性がない※建物で

耐震性がある建物
(改修済みを含む)

耐震性がな 建物で
　未改修のもの

　43,109棟(33.9％)

(改修済 を含 )
30,370棟(23.9％)

耐震性なし＋未診断

47,949棟（37.7%)

耐震診断済
73,479棟（93.8%)

耐震性あり

79,215棟（62.3%)
73,479棟（耐震診断実施棟数）

78,319棟（昭和56年以前の建物）
93.8% =※

2
※耐震性が確認されていない建物を含む。



平成２０年度 耐震改修状況調査の結果②

100%

耐震化率

耐震診断実施率 平成20(2008)年4月1日現在
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公立学校施設の老朽状況の深刻化

建築後30年以上の面積が約4割 →近い将来膨大な量の整備需要が発生

保有面積

公立小中学校非木造建物の経年別保有面積＜全国＞
　　　　 （校舎・屋体・寄宿舎の計）

保有 積

公立小中学校非木造建物の経年別保有面積＜全国＞
　　　　 （校舎・屋体・寄宿舎の計）
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経年 50年以上 45～49年 40～44年 35～39年 30～34年 25～29年 20～24年 15～19年 10～14年 5～9年 0～4年

Ｓ22以前 Ｓ23～Ｓ27 Ｓ28～Ｓ32 Ｓ33～Ｓ37 Ｓ38～Ｓ42 Ｓ43～Ｓ47 Ｓ48～Ｓ52 Ｓ53～Ｓ57 Ｓ58～Ｓ62 Ｓ63～Ｈ4 Ｈ5～Ｈ9

1947以前 1948～1952 1953～1957 1958～1962 1963～1967 1968～1972 1973～1977 1978～1982 1983～1987 1988～1992 1993～1997

割合（％） 0.3% 0.2% 1.2% 4.5% 8.7% 15.4% 19.9% 23.6% 12.9% 8.4% 4.9%

建築年

0
経年 50年以上 45～49年 40～44年 35～39年 30～34年 25～29年 20～24年 15～19年 10～14年 5～9年 0～4年

Ｓ32以前 Ｓ33～Ｓ37 Ｓ38～Ｓ42 Ｓ43～Ｓ47 Ｓ48～Ｓ52 Ｓ53～Ｓ57 Ｓ58～S62 Ｓ63～H4 H5～H9 H10～Ｈ14 Ｈ15～Ｈ19

1957以前 1958～1962 1963～1967 1968～1972 1973～1977 1978～1982 1983～1987 1988～1992 1993～1997 1998～2002 2003～2007

割合（％） 0.9% 3.0% 6.3% 13.1% 18.3% 22.6% 13.3% 8.5% 5.9% 4.0% 4.1%

建築年

平成１９年度

面積割合

平成９度

（１９９７年度） （２００７年度）

保有面積① 割合 保有面積② 割合

（万㎡） （％） （万㎡） （％）

３０年以上（ａ） 2,364 14.9 6,697 41.6 ２．８倍

２０～２９年（ｂ） 5,584 35.3 5,787 35.9 １．０倍

20年以上の小計（ａ＋ｂ） 7,948 50.2 12,484 77.5 １．６倍

経過年数
面積割合

（②／①）

（１９９７年度） （２００７年度）

4
２０年未満（ｃ） 7,866 49.8 3,631 22.5 ０．５倍

合　　計（ａ＋ｂ＋ｃ） 15,814 100.0 16,115 100.0 １．０倍



公立学校施設整備事業の概要

主な国庫補助事業

事業名 補助割合 事業内容

新増築 １／２ 学校統合に伴い新しく建設又は増築

教室不足を解消するため校舎等を新しく建設又は増築

改 築 １／３

１／２（嵩上げ※ア）

老朽化した学校校舎等又はIs値0.3未満の校舎等を建て替え

※ア Is値0.3未満のうち、やむを得ない理由により補強が困難なもの

地 震 １／２（嵩上げ） 耐震性のない建物を 建て替えずに構造上補強地 震

補 強

１／２（嵩上げ）

２／３（嵩上げ※イ）

耐震性のない建物を、建て替えずに構造上補強

※イ Is値0．3未満のもの

大規模改
造

１／３ 老朽化に伴う補修など、既存の学校建物を、建て替えずに、大規
模な 装 模様替 途変造 模な内外装の模様替えや用途変更。

山村地域・過疎地域等の特別地域については、補助割合の嵩上げ措置がある
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過疎地域における国の負担・算定割合の特例

事業内容 原則の補助率 過疎地域の補助率

統合に伴う校舎等の新増築 １／２ ５．５／１０

統合に伴う教職員住宅の建設 １／２ ５．５／１０

校舎等の改築 １／３ ５．５／１０

6



過疎地域における施設整備事業の財源内訳①

原 則 ( 1 / 2 )

○新増築事業（学校統合に伴うもの）の財源内訳

地方債 ４５％ ５％

○改築事業の財源内訳

原 則 ( 1 / 3 )
６.７％地方債 ６０％

実質的な
地方負担

元利償還金に
交付税措置
３０％

２０％

国費 ５０％

実質的な

国費 ３３.３％

元利償還金に
交付税措置

２６.７％

国費 ３３.３％

（注）

国 費 5% 増
地方（起債） 4.5% 減
地方（起債外） 0.5% 減

交付税 3% 減

過疎地域 ( 5 5 / 10 ) （過疎法第 ０条）

地方負担

国 費 21.7% 増
地方（起債） 19.5% 減
地方（起債外） 2.2% 減
交付税 13% 減

（安全・安心な学校づくり交付金交付要綱）過疎地域 ( 5 5 / 10 )

３０％ 地方負担（注） ４０％ （注）

※学校教育施設等整備事業債及び財源対策債を活用

地方債 ４０．５％ ４．５％

過疎地域 ( 5.5 / 10 ) （過疎法第１０条）

地方債 ４０．５％ ４．５％

（安全 安心な学校づくり交付金交付要綱）過疎地域 ( 5.5 / 10 )

※学校教育施設等整備事業債及び財源対策債を活用

元利償還金に
交付税措置
２７％

１８％

国費 ５５％

実質的な
地方負担

元利償還金に
交付税措置

２７％

１８％

国費 ５５％

実質的な
地方負担

※過疎対策事業債を活用
※過疎対策事業債を活用

（注） （注）

地方債 ４５％

元利償還金に １３ ５％

国費 ５５％

※過疎対策事業債を活用
地方債 ４５％

％

国費 ５５％

（過去に統合した施設の改築が対象）
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元利償還金に
交付税措置
３１．５％

１３．５％

実質的な
地方負担

元利償還金に
交付税措置
３１．５％

１３．５％

実質的な
地方負担（注） （注）



過疎地域における施設整備事業の財源内訳②

値 以上の耐震補強

○補強事業の財源内訳

Is値0.3以上の耐震補強
１２.５％地方債 ３７.５％

国費 ５０％

国 費 16.7% 増
地震防災対策特別措置法改正（平成20年6月18日施行）
により 国庫補助嵩上げ

元利償還金に
交付税措置
１８.７５％

３１.２５％
実質的な
地方負担 （注）

Is値0.3未満の耐震補強

地方（起債） 7.5% 減
地方（起債外） 9.2% 減

交付税 1.25% 増

により、国庫補助嵩上げ

国費 ６６．７％

地方債 ３０％ ３.３％

（注）「実質的な地方負担」分のうち、地方債充当分から交付税措置分を差し引いた部分
については、単位費用により措置される

元利償還金に
交付税措置
２０％

１３.３％

実質的な
地方負担 （注）
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過疎地域における国庫補助の特例の実績
○学校統合に伴う校舎及び屋内運動場の新増築
　（過疎法第１０条）
　（原則 １／２ → 過疎地域 ５．５／１０）

年　度 箇　所　数
（箇所）

事　業　費
（千円）

国庫補助金
（千円）

○小中学校の校舎・屋内運動場・寄宿舎の改築
　　（安全・安心な学校づくり交付金交付要綱）

　（原則 １／３ → 過疎地域 ５．５／１０）
年　度 箇　所　数

（箇所）
事　業　費

（千円）
国庫補助金

（千円）

平成12年度 15 5,856,213 3,220,907

平成13年度 20 9,034,061 4,968,723

平成14年度 35 14,752,969 8,114,112

平成15年度 28 12,909,021 7,099,945

平成16年度 37 13,617,706 7,489,713

平成12年度 87 14,945,705 4,169,363

平成13年度 139 22,352,199 6,543,563

平成14年度 118 22,259,047 6,924,884

平成15年度 104 21,685,566 6,018,852

平成16年度 112 16,544,774 4,079,151

平成17年度 21 5,391,103 2,965,098

平成18年度 21 5,236,597 2,880,117

平成19年度 25 12,978,443 7,138,126

（備考）実績には、補正予算分を含む。

○学校統合に伴う教職員住宅の建設

平成17年度 126 22,640,293 6,166,095

平成18年度 114 - -

平成19年度 183 - -

（備考）実績には、補正予算分を含む。
※平成18年度からの安全・安心な学校づくり交付金化に伴い、

個別事業毎の額の算出はできない○学校統合に伴う教職員住宅の建設
　（過疎法第１１条）
　（原則 １／２ → 過疎地域 ５．５／１０）

年　度 箇　所　数
（箇所）

事　業　費
（千円）

国庫補助金
（千円）

平成12年度 0 0 0

個別事業毎の額の算出はできない。

○学校統合に伴う寄宿舎の新増築
　　(安全・安心な学校づくり交付金交付要綱）

　（原則 １／２ → 過疎地域 ５．５／１０）
※平成12年度以降、補助実績なし。成 年度

平成13年度 0 0 0

平成14年度 3 44,415 24,427

平成15年度 0 0 0

平成16年度 0 0 0

平成17年度 0 0 0

※平成 年度以降、補助実績なし。

平成18年度 0 0 0

平成19年度 1 － －

（備考）実績には、補正予算分を含む。
※平成18年度からの安全・安心な学校づくり交付金化に伴い、
　個別事業毎の額の算出はできない。

9
※学校統合を伴わない教職員住宅の建設についても、交付金
　により国庫補助（１／２）を行っている。



公立学校施設の財産処分手続の大幅な弾力化①

国庫補助を受けて建設された建物等を学校以外に転用したり、売却する場合は、原則として補助金相当額の納付など
により文部科学大臣の承認を得るための財産処分手続が必要。

根拠：『補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律』第２２条

○ 遊休施設を有効活用できない

問題点

○ 民間事業者による廃校校舎を有効活用した地域活性化ができない

○ 廃校校舎の有効活用ができないため、学校統合の支障となる

○ 数年後に学校統合や廃校の可能性があると 耐震補強や大規模改造が実施できない○ 数年後に学校統合や廃校の可能性があると、耐震補強や大規模改造が実施できない

財産処分手続 大幅な弾力化を図り ほとんど ケ にお 国庫納付金を免除財産処分手続の大幅な弾力化を図り、ほとんどのケースにおいて国庫納付金を免除

廃校校舎等の有効活用が図られるため、地域活性化、
学校統合、耐震化等の推進に資する
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公立学校施設の財産処分手続の大幅な弾力化②

国庫納付金を免除

国庫補助事業完了後１０年以上経過した建物等を

以下の条件のいずれかを満たせば国庫納付金を免除 （平成20年6月より）

国庫補助事業完了後 年以 経過した建物等を
①無償により転用・貸与・譲渡・取壊し（相手先を問わない） ＜報告で可＞
②国庫納付金相当額以上を学校施設整備のための基金に積み立てた上で、民間事業者等へ有償に

より貸与・譲渡

国庫補助事業完了後１０年未満の建物等を国庫補助事業完了後１０年未満の建物等を
①耐震補強事業又は大規模改造事業（石綿及びＰＣＢ対策工事に限る。）を実施した建物を無償に

より転用・貸与・譲渡・取壊し
②大規模改造事業（上記①を除く。）で、国庫補助事業完了後１０年以上経過した建物等と併行して

やむを得ず行う無償による転用・貸与・譲渡・取壊しやむを得ず行う無償による転用 貸与 譲渡 取壊し
③地域再生計画、市町村合併により、学校統合等を行う場合に、無償により転用・貸与等

④災害等により取壊し等 ＜報告で可＞
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過疎地域における廃校活用事例

＜北海道利尻富士町＞ミネラルウォータープラント事業

地元民間事業者と行政が連携し、利尻島の伏流水をミネラ

ルウォーターとして商品化するための工場として廃校校舎をウォ 商品 す 場 廃校校舎を
活用している事例
旧学校名：利尻富士町立雄忠志内（おっちゅうしない）小学校

(平成１１年廃校）

＜徳島県上勝町＞上勝町営複合住宅

廃校校舎をU・Iターン者のための町営住宅として活用して
いる事例
旧学校名：上勝町立福原小学校(平成１１年廃校）

＜長崎県小値賀町＞野崎島自然学塾村

廃校 校 施 豊 自 境廃校となった分校の施設を、周囲の豊かな自然環境を活か
した、自然体験のための拠点たる体験型宿泊施設として活
用している事例
旧学校名：小値賀町立小値賀小学校野崎分校

小値賀町立小値賀中学校野崎分校
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小値賀町立小値賀中学校野崎分校
（昭和60年廃校）


